
 

 

 

 

 収入があった方の記入方法の案内です。市民税・県民税申告書に申告する内容を記入し、本人確認

書類のコピー、各種収入が確認できる書類のコピー、各種控除証明書のコピーを添付して、令和８年

３月１６日までに提出をお願いします。 

毎年２月中旬から３月中旬にかけて、申告会場を開設しておりますが、会場の混雑が考えられます

ので、申告書をご自宅で作成していただき、ぜひ郵送での申告をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民税・県民税申告書（簡易申告書）の記入例 

（収入があった方向け） 
 

31・1・1
世帯主
の氏名 石巻　太郎

続

柄 本人

フリ

ガナ 　　　イシノマキ　タロウ　　　　　　　　　　様

氏
名 　　石巻　太郎

生年

月日

明・大・昭

平・令

電話番号 ０８０－１２３４－５６７８

提出年月日
年 月 日

令和８年度市民税・県民税申告書（簡易申告書）
宛名番号

石巻市長あて

受付印
現
 
住
 
所

　〒986-8501

　石巻市穀町１４番１号 業種又は職業 会社員

①

③

④ ⑤ ⑥

②

１ 

■ 住所・氏名などの記入欄 

① 氏名（捺印は必要ありません）② 業種又は職業 ③ 連絡のつく電話番号 

④ 生年月日 ⑤ 世帯主名 ⑥ 続柄（世帯主からみた申告者の続柄）を記入してください。 

なお、本人確認書類（運転免許証やパスポート等顔写真が確認できるもの）のコピーを

添付してください。 

※ 顔写真が確認できない本人確認書類の場合は、健康保険証や診察券など２点を添付し

てください。 

２ 

■ 給与収入の記入欄 

① 源泉徴収票を勤務先からもらっている方は、源泉徴収票のコピーを添付してください。 

② 源泉徴収票を勤務先からもらっていない方は、該当する欄を記入し、給与明細などの収

入確認ができる書類のコピーを添付してください。 

⇒２　営業等・農業・不動産収入の方 収支内訳書（一般・農業・不動産）に記入してください。３ 

■ 営業等・農業・不動産収入について 

令和６年中に営業等・農業・不動産収入があった方を対象に収支内訳書を同封しています

ので、昨年も引き続き同収入がある場合は、収支内訳書に記入してください。 

収支内訳書の記入方法は「帳簿の記帳と収支内訳書の作成のしかた」をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同
居

別
居

明・大・昭
平・令

・　　・
同
居

別
居

⑩
扶養親族に
関する事項

明・大・昭
平・令

・　　・

明・大・昭
平・令

・　　・
同
居

別
居

石巻　和子 母
明・大・昭
平・令 7 ・ 7 ・ 7

33 ・ 3 ・ 3
同
居

別
居 350,000　円

同
居

別
居

〇〇県〇〇市〇〇字〇〇番〇〇号
特別養護老人ホーム〇〇

⑨
配偶者に
関する事項

氏名 続柄 生年月日 居住形態

ウ.
精神障害者
保健福祉手帳

エ. その他
（　　　　　　）

⑧ 障害者控除

氏名 石巻　和子 ア.身体障害者手帳 イ.療育手帳

氏名 ア.身体障害者手帳 イ.療育手帳

別居の場合の住所 合計所得金額

石巻　花子 配偶者
明・大
昭・平

級

度

ウ.
精神障害者
保健福祉手帳

エ. その他
（　　　　　　） 1

級

度

円

旧長期損害
保険料

円□ 離婚 □ 未帰還

□ 生死不明
〕 ⑥

ひとり親
控除 □ ⑦⑤ 寡婦控除 □〔

□ 死別

新個人年金
保険料

120,000　円

旧個人年金
保険料

地震保険料
控除

地震保険料

50,000　円等掛金控除

④
生命保険料 新生命

保険料
83,679　円

旧生命
保険料

円

②
小規模企業共済

円

③ 医療費控除
支払った
医療費等

控除

４　所得から差し引かれる金額

種　類 金　額　ま　た　は　必　要　事　項　を　記　入　し　て　く　だ　さ　い　。

①
60,000　円

国民年金
保険料

円

その他

円控除

社会保険料 国民健康
保険税

100,000　円

後期高齢者
医療保険料

円

介護
保険料

円

介護医療
保険料

64,598　円

180,000　円

保険金などで
補てんされる金額

５ 

【例１】 

【例２】 

■ 所得から差し引かれる金額の記入欄 

申告する所得控除の該当する欄に、金額または必要事項を記入してください。 

各控除を申告する場合は、控除証明書、支払った金額がわかる領収書などのコピーを添付

してください。 

所得から差し引かれる金額①から⑩の内容は、次のとおりです。 

必要経費
300,000　円

３　その他の収入があった方

所得の種類 個人年金 所得の生ずる場所、会社名 〇〇市〇丁目〇番〇号、〇〇生命保険相互会社

収入金額
500,000　円

３　その他の収入があった方

所得の種類 雑所得 所得の生ずる場所、会社名 〇〇市〇丁目〇番〇号、シルバー人材センター

収入金額
750,000　円

必要経費
0　円

■ その他の収入について 

その他の収入に該当する収入として「シルバー人材センター」・「生命保険契約などの個人

年金」・「原稿料」・「講演料」・「工賃」などがあります。 

これらの収入の該当する欄を記入し、支払調書などの収入確認ができる書類のコピーを添

付してください。 

また、収入に対して、支出した金額を必要経費に記入し、その金額が確認できる領収書な

どのコピーを添付してください。 
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① 社会保険料控除 ⇒ 支払った金額がわかる領収書、支払い証明書などのコピー 

 健康保険料、国民健康保険料（税）、後期高齢者医療保険料、介護保険料、雇用保険料、国民年

金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料、厚生年金基金の掛金、各種共済組合の掛金、

農業者年金の掛金などの支払った金額を記入してください。 

② 小規模企業共済等掛金控除 ⇒ 支払った掛金額の証明書のコピー 

小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金または確定拠出年金法に規定する年金加入

者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金の支払った金額を記入してください。 

③ 医療費控除 ⇒ 医療費控除の明細書または医療費通知書 ※領収書の添付は不要です 

医療保険等から補てんされた金額がある場合は、内容の分かるもの。 

納税者本人または生計を一にする配偶者やその他の親族にかかる医療費を支払った金額。また、

生命保険契約等に基づき、医療費の補てんとして支払いを受けた保険金等を記入してください。 

④ 生命保険料控除 ⇒ 生命保険料控除証明書のコピー 

 生命保険契約、個人年金保険契約、介護医療保険契約等に係る保険料または掛金の支払った金

額を記入してください。 

⑤ 寡婦控除（女性のみ） 

 令和７年１２月３１日の現況で、「⑥ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人が対

象です。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は、対象となりません。 

ア．夫と離婚した後、婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で合計所得金額が５００万円以下で

あること。 

イ．夫と死別した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得

金額が５００万円以下であること。 

⑥ ひとり親控除 

 令和７年１２月３１日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない人の

うち、次の三つの要件の全てに当てはまる人が対象となります。 

ア．生計を一にする子を有すること。 

※ 他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、その年分の合計所得金額が

４８万円以下の者に限る。 

イ．合計所得金額が５００万円以下であること。 

ウ．事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。 

⑦ 地震保険料控除 ⇒ 地震保険料控除証明書のコピー 

 地震保険料：損害保険契約等にかかる地震等による損害部分の保険料または掛金の支払った金 

額を記入してください。 

旧長期損害保険料：平成１８年１２月３１日まで締結した長期損害保険契約等にかかる保険料

等の支払った金額を記入してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 障害者控除 ⇒ 障害者手帳、療育手帳、 

または市で交付している障害者控除対象者認定書のコピー 

 本人や控除対象配偶者、扶養親族が令和７年１２月３１日時点において障害者である場合、控

除を受けることができます。 

⑨ 配偶者に関する事項・⑩扶養親族に関する事項 

     ⇒ 添付する書類はありません。申告書に氏名住所等を必ず記入してください。 

 令和７年１２月３１日時点において、本人と生計を一にする配偶者、扶養親族である人を記入

してください。また、対象者が令和７年中にお亡くなりになっている場合でも対象となります。 

（令和６年以前の場合は対象となりませんのでご注意ください。） 

なお、他の納税義務者の扶養親族となっている場合、重複することはできません。 

市民税・県民税申告書（簡易申告書）の提出におけるチェックポイント 

□ 申告者の住所、氏名、連絡先などを記入し、本人確認書類のコピーを添付していますか。 

□ 給与収入がある方は、源泉徴収票のコピーを、源泉徴収票がない場合は、必要事項を記入し、

給与明細など収入確認ができる書類のコピーを添付していますか。 

□ 営業等・農業・不動産収入がある方は、収支内訳書を作成していますか。 

□ その他の収入がある方は、必要事項を記入し、支払調書などの収入確認ができる書類のコピー

を添付していますか。 

□ 申告する控除ごとに、証明書や支払った金額がわかる領収書などを添付していますか。 

□ 申告書の控えの返信を希望する場合は、宛名を記入の上、切手を貼った返信用封筒を同封して

ください。 

御不明な点がございましたら、市民税課・各総合支所市民福祉課までお問い合わせください。 

【問合せ先】 

◎ 総務部市民税課個人市民税係 TEL ０２２５－９５－１１１１（内線３０９２～３０９８） 

◎ 総合支所（担当：市民福祉課） 

河北総合支所 TEL ０２２５－６２－２１１３  桃生総合支所 TEL ０２２５－７６－２１１１ 

雄勝総合支所 TEL ０２２５－５７－２１１２  北上総合支所 TEL ０２２５－６７－２１１２ 

河南総合支所 TEL ０２２５－７２－２０９３  牡鹿総合支所 TEL ０２２５－４５－２１１２ 

■ 申告内容について 

市民税・県民税申告書（簡易申告書）の項目に無い収入または控除がある方は、別途、申

告書での申告が必要となります。その際は申告書をお送りしますので、市民税課までご連絡

をいただくか、石巻市ホームページから申告書をダウンロードして、提出してください。 

また、国税庁ホームページから確定申告書を作成し、ｅ－Ｔａｘ・郵送で確定申告をする

場合、税務署から石巻市役所に確定申告のデータが送られてくるため、市民税・県民税の申

告は必要ありません。 

６ 


